
 

「歯周病と全身疾患の関係」出前講演のご案内 

（歯周病予防講話の無料講師派遣） 

 

歯周病は３５歳以上の国民の７割以上が罹患しているとされ、歯を失う原因の第一位とな

っています。近年では歯周病が糖尿病や心臓疾患、骨粗鬆症などの様々な全身疾患と密接な

関わりがあることも明らかにされており、その予防・治療が急務となっております。  

そこで、特に若年層・勤労世代に歯周病への関心をもって頂くため、この度、滋賀県歯科

医師会では「歯周病と全身疾患の関係」出前講演を企画いたしました。これは自治体・企業・

大学等の依頼に応じて講師を派遣し、無料で歯周病予防に関する講話を行うものです。貴地

域・職域の勤労者・学生の健康促進の一助として、この機会にぜひご利用下さいますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

「歯周病と全身疾患の関係」出前講演（歯周病予防講話の無料講師派遣） 
 

 

〔主  催〕（一社）滋賀県歯科医師会  
 

〔協  力〕（一社）滋賀県歯科衛生士会・（公社）滋賀県栄養士会 
 

〔対  象〕自治体・商工会等の団体、企業、大学など（主に若年層・勤労世代を対象） 
       ・講演は無料です。講師料等のご負担は一切不要です。 

・受講者が１０名以上となるようお願い致します。 
 

〔講演内容〕「歯周病と全身疾患の関係」「歯周病予防に効果的な方法」 

      「肥満と歯周病の相互関係」「歯周病が妊娠・出産に及ぼす悪影響」 

「喫煙による歯周病の悪化」等 

 受講者の方は歯周病簡易チェック(唾液テスト)を体験して頂けます(おおむね４０名まで) 
 

○演題は上記内容からご希望に応じて適宜アレンジ致します。 

○歯・口・栄養等の専門家（歯科医師）が講演いたします。 

○歯周病簡易チェックの実施が難しい場合（受講者が多人数、ハイブリッドなど）は歯

科医師の講演に加え、歯科衛生士もしくは栄養士とのコラボ講演といたします。 

講演内容は、歯科衛生士は「ブラッシング（歯磨き）のポイント」等、栄養士は「食

生活改善（歯周病・糖尿病を防ぐ食の話）」等についてとなります。 

※その場合、歯科衛生士または栄養士どちらを希望されるか裏面申込書にてご選択く 

ださい。 

○パワーポイントを使ったスライド講演となりますので、プロジェクタ等のご準備を 

お願い致します。 

○講演時間は質疑応答を含めて最長１時間までとさせて頂きます。 

 

〔実施期間〕2026 年 6 月～2027 年 3 月末（※開催２か月前までにお申込み下さい） 

       ＊講師都合により、開催日は原則として木曜日でお願いいたします。 
 
 

〔お申込み〕裏面の申込書に必要事項を記入頂き、FAX（077-523-2788）にてお申 

込み下さい。折り返しご連絡させて頂きます。 

Web 申込も可能です（裏面 QR コードより） 
＊申込み多数の場合は先着順とさせて頂きます。ご了承お願い致します。 

 
 

＜令和 8 年度滋賀県委託事業＞ 



「歯周病と全身疾患の関係」出前講演 申込み書 

            年    月    日   

 一般社団法人滋賀県歯科医師会会長様     

申 込 み 者 

住所   

  
団体名   

  

印 

担当者名   

ＴＥＬ   

  
ＦＡＸ   

  【USB メモリスティック等の持込みについて】 〔 問題なし ／ 問題あり 〕 
 

＊貴団体の PC をお借りして講演を行う場合、講師が講演スライドデータを USB メモリスティック等で持参します 

が、貴団体のネットワークセキュリティー等の関係で不都合がある場合は、上記「問題あり」に〇を付けてくだ 

さい。（追ってデータ持込み方法をご相談させていただきます） 

       

講 演 内 容 

希望日時  

 第１候補：       年     月     日（ 木 ） 

 第２候補：       年     月     日（ 木 ） 

 午前・午後      時     分～       時      分 

講師都合により、原則として木曜日を候補にしてくださいますようお願いします 

開催場所   

  対象者 

（年代・性別・職種等） 

  

  

対象人数 約     名 

※コラボ講演の場合 歯科衛生士   ・   栄養士  ※どちらかに〇をお願いします 

特記事項 

(特に希望する講演内容など) 

 

 

滋賀県歯科医師会 HP から「歯周病と全身疾患の関係」 

出前講演の Web お申込みができるようになりました！ 
 

「歯周病と全身疾患の関係」 

動画もご覧いただけます。 

 

 

 
上記について申請します。 

ＦＡＸ ０７７－５２３－２７８８ までお送りください。 

 
※お手数ですが、後日、押印したものを下記まで郵送お願いします。 

〒520-0044 大津市京町４丁目３－２８ 滋賀県歯科医師会 

ご 

案 

内 一般社団法人滋賀県歯科医師会 担当：森本 

TEL:077-523-2787 FAX:077-523-2788 

ホームページ https://shiga-da.org/ 


